
～保護者同意書～

古物営業法にて18歳未満の方は保護者様の同意が必要となります。

※携帯リサイクルに下記の古物を売却することに同意します。

【下記の①～③をご用意いただきご来店ください】

①保護者同意書（本書類ご記入済分）・・・1部
②保護者様の身分証明書の写し（運転免許証、パスポート、健康保険証など）・・・1部
③ご本人様（18歳未満）の身分証明書（運転免許証、パスポート、健康保険証など）・・・1部

保護者氏名

※）保護者様記入欄

※）ご本人様記入欄

印

（シャチハタ以外）

住　　所

―　　　　　　　―ＴＥＬ

（マンション・ビル名）

〒 -

フリガナ

男
・
女

氏　名

フリガナ

男
・
女

売却する古物


